武田　康久・厚生労働省健康局総務課がん対策推進室長の挨拶（要旨）
　がんが国民の健康にとって重大な問題になっているという現状から、今年6月には、議員立法により「がん対策基本法」が成立した。これを期に、厚生労働省はさらにがん対策を推進しているところである。

　がん対策基本法には３つの柱があり①がんの予防と早期発見の推進②がん医療の均てん化の促進③がん研究の推進、が明示されている。このような動きを受けて、平成１８年度から２２年度にかけてがん対策のための戦略研究を実施することになった。
戦略研究は、厚生労働省のニーズに基づく想定成果と研究方法を予め設定して公募をするもので、これまでとは異なった体制による研究であり、新たな試みである。また、今回の戦略研究のテーマは「乳がん検診」と「緩和ケア」に関する課題となっている。乳がんについては、これまでにマンモグラフィによる検診の啓発を行ってきたところであるが、発見精度をさらに向上させるという観点に立ち、超音波検査を併用することの有用性等について検証することとなっている。
　また、緩和ケアでは、がん患者の療養生活の質の維持向上が求められており、がん医療の早期段階から在宅医療に至るまでの切れ目ない緩和ケアの提供が求められているという背景から、緩和ケアを普及させるためのプログラムの作成が必要になっている。
　戦略研究の成果はがん対策の推進にも極めて重要なものであり、今後のがん研究の新たな展開となるものと期待している。
